
八幡平市エネルギー高騰対策事業継続支援給付金 

(令和８年度事業)募集要項 
 

 

 

◆申請受付期間は、令和８年６月１日（月）から１１月３０日（月）までです。 

◆１事業者１回のみ（店舗ごとではなく事業者単位）の申請となります。 

 

＜書類の受け取り先及び提出先＞ 

 

◆八幡平市商工会：八幡平市大更 35-63-85 ※詳しくはＰ５「申請先の確認」をご確認ください。 

 （安代支所では受付をしませんのでご注意ください） 

 申請書は、八幡平市商工会ホームページ又は商工会窓口から取得してください。 

 申請書類は八幡平市商工会へ提出し、お手元に申請書類一式（控）の保管をお願いします。 

 持参提出の場合は、受け取りのみとさせていただきます。 

 なお、ご提出いただいた書類は後日内容を確認の上、不備等がありましたらご連絡させていただきます。 

 

 

 

本要項の内容を十分にご確認の上、支給要件や申請書類の記載方法等に関してご不明な点がある場合は、下記事務局

までお問い合わせください。 

八幡平市エネルギー高騰対策事業継続支援給付金事務局（八幡平市商工会本所内） 

電話番号 ０１９５－７６－２０４０ 

受付時間 午前９時から正午、午後１時３０分から午後４時（土・日・祝日を除く） 

受付期間 令和８年６月１日（月）から令和８年１１月３０日（月）まで(当日消印有効) 

 

申請にあたっての注意事項 

・申請書は、全て書類の不備が解消した日が受理日となります。支援金の支給は、書類が整い内容を確認できた

ものから順次行っていく予定です。よって、受理日から支給まで１ヶ月程度を要します。 

・支援金の不正受給（営業実態を偽って申請すること、事業継続の意思がないのにも関わらず申請すること等）は、

犯罪です。警察当局と連携し、厳格に対処します。 

・申請時の書類の記入は、ボールペンを使用してください。消せるボールペンや鉛筆などの使用は不可です。 

・申請期間であっても、予算がなくなり次第受付を終了する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

 

＜はじめに＞ 
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１．八幡平市エネルギー高騰対策事業継続支援給付金(令和８年度事業)について 

 

（１） 目的 

 

 エネルギー価格をはじめとした物価高騰等の影響を受けている中小企業者等に対し、支援給付金を支給することに

より負担を軽減し、事業継続及び経営の安定化を図ることを目的とする。 

 

（２） 概要 

 

■支給対象者 次の①から⑧の全てに該当する中小企業者であること。 

① 八幡平市に本店所在地（履歴事項全部証明書に記載）がある、もしくは営業所(支店)がある法人等、又は八

幡平市内に住所、もしくは事業所がある個人事業者の中小企業者等であること。 

② Ｐ２から３に定める対象業種を営む事業者であること。 

③ 法人税法（昭和 40年法律第 34号）別表第一に規定する公共法人でないこと。 

④ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23年法律第 122号）第２条第５項に規定する

「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと。 

⑤ 暴力団でなく、又その構成員が暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴

力団員が実質的に関与していないこと。(※) 

⑥ 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと。 

⑦ 関係法令を遵守していること。 

 

■要件 以下の全てに該当すること。 

① 申請時点で物価高騰等により事業が影響を受けていること。 

② 申請時点で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること。                                            

 

■支給額 １事業者（中小企業者） １０万円 

事業者単位で支給します。 

 

 

 

 

 

 

 

(※)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77 号）第 2条に定めるものをいう。 
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（３） 支給対象者 

 

①対象業種 

 

「確定申告書」や「法人事業概況説明書」、「青色申告決算書」、「(白色)収支内訳書」等に記載している業種が下

記の対象業種一覧表に該当する中小企業者を対象とします。 

 

※複数の業種にまたがる場合 

売上の過半を占める業種をもって、中小企業者に該当するかどうか判断してください。 
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※ 総務省「日本標準産業分類（平成 21 年 3月 23 日告示第 175 号(平成 25 年 10 月改定））」に基づく分類となります。 
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（３） 支給対象者 

 

②中小企業者の規定 

 

中小企業者とは、中小企業基本法（昭和 38年法律第 154号）第２条第１項に規定する会社及び個人（ただし、ゴム

製品製造業及びソフトウェア業又は情報処理サービス業並びに旅館業にあっては、中小企業支援法施行令（昭和 38年

政令第 334号）第 1条の規定による）をいいます。（下記表のとおり） 

 

【中小企業要件表】 

業 種 

下記のいずれかを満たすこと 

資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数 

製造業・建設業・運輸業・その他 

（下記に掲げる業種を除く） ３億円以下 300人以下 

 

うちゴム製品製造業（自動車又は航空機

用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用

ベルト製造業を除く） 

３億円以下 900人以下 

卸売業 
１億円以下 100人以下 

サービス業 
5,000万円以下 100人以下 

 うちソフトウェア業または情報処理サービス業 
３億円以下 300人以下 

うち旅館業（宿泊業） 
5,000万円以下 200人以下 

小売業・飲食業 
5,000万円以下 50人以下 

 

※ 上表は対象業種を示すものではありません。対象業種については、対象業種一覧表（Ｐ２～３）をご確認く 

ださい。 

※ その他の法人や組合、法人格のない社団等も上記表の要件に該当し、中小企業者と同等の規模で営利事業を 

営み、その事業収入について決算や確定申告等を行っている場合は申請することができます。また、出資金 

等がない団体の場合は、従業員数で中小企業要件を判断します。 

（例：特定非営利活動法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人 等） 
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２．申請手続き 

 

（１）手続きの流れ 

 

① 申請先の確認 

 

申 請 先 八幡平市商工会（〒028-7111 八幡平市大更 35-63-85） 

電 話 番 号 ０１９５－７６－２０４０ 

電話受付時間 午前９時から正午、午後１時３０分から午後４時（土・日・祝日を除く） 

電話受付期間 令和８年６月１日（月）から令和８年１１月３０日（月）まで（当日消印有効） 

 商工会のホームページ内においても掲載しております。ご確認ください。 

【ホームページ】 

 （名称）八幡平市商工会 

 （ＵＲＬ）https://www.shokokai.com/hachimantai 

 

 

②申請書類の取得 

 

申請書類は、商工会のホームページからダウンロードするか、商工会の窓口にてお受け取りください。 

※６月１日（月）以降、商工会のホームページ等でお知らせします。 

 

 

②支援金の申請 

 

 ・提出書類を揃え、直接※窓口、又は郵送にて申請してください。 

・提出書類に不備があった場合は、電話又は郵送にてお知らせしますので、速やかにご対応ください。 

・提出書類については必ず写しを取り、保管してください。 

・保管にあたっては、申請から５年間保管する必要があります。また、申請内容については必ずご自身で把握して

ください。 

 ※窓口申請の場合 

  事前に来会日時をお電話でご予約ください。 

なお、対応可能な時間帯は、平日の午前９時～正午、午後１時３０分～午後４時までです。 

 

（２）申請受付期間 

 

令和８年６月１日（月）から令和８年１１月３０日（月）まで（当日消印有効） 

※申請期間であっても、予算がなくなり次第受付を終了する場合があります。 
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（３）留意事項 

 

○必要に応じて、申請内容の説明や資料の追加提供等を求めることがあります。 

○提出書類に不備があったり、判読が困難（コピーが薄い、文字や数字が読みにくい等）であったりする場合には、

再提出等をお願いすることがあります。この場合、支給までに相当な時間を要することがありますので、申請前に

提出する書類の確認を十分に行ったうえで、申請してください。また、申請内容については必ずご自身で把握して

ください。 

○本支援金は他の補助金等との併給を可としていますが、他の補助金等において併給を禁止している場合もあります

ので個別にご確認ください。 

○審査の結果、支援金を支給する旨を決定したときは、後日通知いたします。なお、支給しない旨の決定をしたとき

は、その旨と理由をお示しします。 

○支援金の支給後、支給要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消します。 

この場合、申請者は、八幡平市商工会に支援金を返金するとともに、期限までに納付しなかった場合には延滞金を

加算してお支払いいただくこととなりますので、ご承知おきください。 

○不正受給は犯罪です。警察当局と連携し、厳正に対処します。 

○八幡平市商工会や八幡平市が申請内容（営業実態や事業継続の有無等）について調査する場合があります。その場

合、申請者は調査に協力するとともに、速やかに状況を報告してください。 

○申請書に記載された個人（法人）情報は、支援金の審査・支給の目的で使用し、その他の目的には使用しません。 

○会計処理に当たっては、支援金収入を他の収入と区別できるようにしてください。 

本支援金は所得税の課税対象となります。 
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３．提出書類 

 

 

 

〇以下の申請書類を提出してください。 

〇申請時及び支給後においても、追加書類の提出及び説明を求めることがあります。 

〇申請時の書類の記入には、ボールペンを使用してください。（消せるボールペンや鉛筆等は使用不可） 

〇提出書類は全てＡ４サイズでご提出ください。 

 

 

 

１ ●チェックリスト 

２ 【様式第１号】八幡平市エネルギー高騰対策事業支援給付金(令和８年度事業)申請書兼請求書 

３ 【様式第２号】誓約書（※要自署 たな判でも可） ※☑の記載を確認すること 

４ 
●直近事業年度の法人税確定申告書（別表１）の写し、もしくは事業年度分又は連結事業年度分の市町村 

民税の申告書(第二十号様式)の写し 

５ ●法人事業概況説明書 表面の写し 

６ ●履歴事項全部証明書の写し （発行から３か月以内のもの） 

７ ●振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し（表面と見開きのページ 申請者名義口座に限る）  

８ ●その他商工会長が求めるもの 

 

 

 

 

１ ●チェックリスト 

２ 【様式第１号】八幡平市エネルギー高騰対策事業支援給付金(令和８年度事業)申請書兼請求書 

３ 【様式第２号】誓約書（※要自署） ※☑の記載を確認すること 

４ ●令和７年分所得税確定申告書（第一表）及び所得税青色申告決算書又は収支内訳書の 1ページ写し 

５ 

●本人確認書類の写し 

 国民健康保険被保険者証(又は後期高齢者医療被保険者証)、運転免許証(両面)、マイナンバーカード

（表面）等の写しのいずれか１つ 

６ ●振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し（表面と見開きのページ 申請者名義口座に限る）  

７ ●その他商工会長が求めるもの 
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（１）提出・添付書類に関する注意点 

（２）法人の場合 

 

（３）個人事業者の場合 

 



 

 

 

１ ●チェックリスト 

２ 【様式第１号】八幡平市エネルギー高騰対策事業支援給付金(令和８年度事業)申請書兼請求書 

３ 【様式第２号】誓約書（※要自署） ※☑の記載を確認すること 

４ 

●法人の場合⇒開業届の写し、もしくは直近２か月以内に自社宛てに発行された事業用とわかる請求書又は

領収書の写し（支払いが確認できる通帳でも可） 

●個人の場合⇒開業届の写し、もしくは直近２か月以内に自分宛に発行された事業用とわかる請求書又は領

収書の写し（支払いが確認できる通帳でも可） 

５ 

●法人の場合⇒履歴事項全部証明書の写し（発行から３ヶ月以内のもの） 

●個人の場合⇒本人確認書類として、国民健康保険被保険者証(又は後期高齢者医療被保険者証)、運転免許

証(両面)、マイナンバーカード（表面）等の写しのいずれか１つ 

６ ●振込先の口座情報が確認できる通帳等の写し（表面と見開きのページ 申請者名義口座に限る）  

７ ●その他商工会長が求めるもの 

 

●お願い 支援給付金振込先について、便宜上、岩手銀行平舘支店・安代支店、北日本銀行平舘支店、盛岡信用    

金庫西根支店いずれかの口座指定をお願いしています。 
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（４）新規開業者の場合（開業から１年未満で、且つ初回の確定申告を終えていない事業者） 

 


